
区立学校における３月１３日以降の教育活動について

１ 背景 
令和５年２月１０日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部より、マスク着用
の考え方の見直し等について通知があり、３月１３日から、マスクの着用については「個
人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする」という考え
方が適用されること、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは４月１日から適用す
ることが示された。また、同日付で文部科学省初等中等教育局長より「卒業式における
マスクの取扱いに関する基本的な考え方について（通知）」が発出された。 

２ 基本的な考え方 
(1) 令和５年３月１２日までは「区立学校版 感染症予防ガイドライン（Ver.16）」を基
本とした学校運営を継続する。 
(2) 令和５年３月１３日から３月３１日までは、同ガイドラインを基本とした学校運営
を継続するが、一般には、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人
の判断に委ねることが基本となっていることから、マスクの着脱を強いることのない
ようにする。なお、体育の授業等の運動時は熱中症予防の観点から、これまでどおり
マスクを外す指導を行う。 
(3) 令和５年４月１日以降は、「学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求め
ないことを基本とする」等とされており、これらに係る留意事項等については、国の
動向に注視し、改めて各校に周知する。 

３ 卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方 
卒業式については、学校生活の中で節目となる重要な行事であり、児童・生徒等にと
っても特別な意味を有するものであるから、次のとおりの扱いとする。 
(1) 基本的な考え方 
ア 卒業生、教職員は式典全体を通して、マスクを外すことを基本とする。参加する
在校生についても同様の扱いとする。 
イ 来賓や保護者等は国の通知に基づきマスクの着用を推奨するが、３月１３日以降
であることを鑑み、個人の判断に委ねることを基本とする。また、座席間に触れ合
わない程度の距離を確保した上で、会場の広さを踏まえて参加人数を設定する。 

(2) 式典中の考え方 
ア 発話のない入退場、卒業証書授与はマスクを外して差し支えない。 
イ 十分な身体的距離が確保できる式辞、送辞・答辞は壇上で述べる校長・来賓・児
童・生徒はマスクを外して差し支えない。また、これらを聞く児童・生徒も、マス
クを外して差し支えない。 
ウ 国歌・式歌・校歌等の斉唱、合唱、複数の児童・生徒による呼びかけを実施する
ときは、マスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施する。 
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